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令和５年第９回教育委員会会議録 

■会議名 令和５年第９回忠岡町教育委員会定例会 

■日 時 令和５年９月２２日（金）午前９時５５分から午前１１時１６分 

■場 所 忠岡町役場 ３階 研修室３ 

■出席者 教育委員会委員 

教育長職務代理者 井手 和代 

委員       新田 哲也 

委員       谷野 しづこ 

委員       德田 久子 

     事務局 

教育部長         二重 幸生 

教育部教育みらい課長   森野 英三 

教育部理事兼学校教育課長 石本 秀樹 

教育部学校教育課参事   村田 真隆 

教育部教育みらい課主幹  岩根 由佳 

教育部教育みらい課主査  園部 一輝 

■傍聴者数 １名 

■会議録署名委員 新田委員 

■議事日程 

日程第１ 報告第２６号 行事等報告について 

日程第２ 報告第２７号 町立各学校園行事について 

日程第３ 報告第２８号 令和５年第３回忠岡町議会定例会議案教育委員会 

関係事項について 

案件１ 令和５年度忠岡町一般会計補正予算（第３ 

号）について 

日程第４ 議案第２４号 忠岡町立地域子育て支援センター条例施行規則の制

定について 

日程第５ 議案第２５号 忠岡町子供の広場管理規程の一部改正について 

 

日程第６ 議案第２６号 独立行政法人日本スポーツ振興センターの共済掛金 

に関する規則の一部改正について 

日程第７ 議案第２７号 令和６年度大阪府新学力テスト（小学生すくすくウ 

ォッチ）の参加について 

日程第８ 議案第２８号 忠岡町教育委員会後援名義の使用申請について 

 

その他 
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■会議の内容 

井手職務代

理 

 

 

 

井手職務代

理 

 

 

 

 

 

井手職務代

理 

 

 

 

井手職務代

理 

 

 

 

井手職務代

理 

 

 

 

 

 

 

 

井手職務代

理 

 

岩根主幹 

 

井手職務代

理 

ただ今から令和５年第９回忠岡町教育委員会定例会を開催いたしま

す。 

 

（ 開会 午前９時５５分 ） 

 

本日の応召委員は５名で、出席委員は４名であります。 

従いまして委員会は成立しております。 

次に議事に入ります前に、本日傍聴の申し出があります。 

傍聴を許可することとしてよろしいでしょうか。 

 

（ 「異議なし」の声 ） 

 

ご異議がないので、傍聴される方の入室を許可することといたしま

す。 

 

     （ 傍聴者 １名入室 ） 

 

本日の会議録署名委員を会議規則第１６条第３項の規定により、教

育長職務代理の指名として、ご異議ございませんか。 

 

（ 「異議なし」の声 ） 

 

ご異議がないので、新田委員にお願いいたします。 

次に、教育長職務代理の報告をさせていただきます。 

本日は、富本教育長が目の手術のために急遽代役をすることになり

ました。今月で退職というかたちにさせていただきますのに、最後

に大変な大役をいただき、大変戸惑っております。皆さんの協力の

もと、スムーズに進行できますように頑張りますので、よろしくお

願いいたします。 

私の方からは以上でございます。 

 

それでは議事に入ります。 

議事日程を事務局より朗読願います。 

 

（ 議事日程朗読 ） 

 

日程第１・報告第２６号「行事等報告について」を議題と致します。

事務局より議案の朗読を願います。 
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岩根主幹 

 

井手職務代

理 

 

二重部長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

井手職務代

理 

 

德田委員 

 

 

 

二重部長 

 

井手職務代

理 

 

 

 

 

 

（ 議案朗読 ） 

 

会議規則第９条の規定により趣旨説明を求めます。 

 

 

５ページをお願いいたします。令和５年８月分の社会教育行事等に

ついて報告いたします。 

８月１日㈫青少年問題協議会総会 

３日㈭ブックスタート事業（ブックセカンド）参加人数 10名 

４日㈮のびのびサロン参加人数２名 

６日㈰おもちゃの病院 

10日㈭ブックスタート事業（ブックファースト）参加人数７名 

13日㈰こども会育成者協議会定例会 

13日㈰少年団育成者連絡協議会定例会 

13日㈰忠岡町民盆踊り大会 

18日㈮おおさか元気広場出前プログラム 

25日㈮青少年指導員協議会定例会 

をそれぞれ実施しております。 

最後に８月 13日なんですが、盆踊りと墓店を併設で４年ぶりに開催

いたしました。かなり、盛況でありました。 

６ページから 15 ページにつきましては記載のとおりでございます

ので、よろしくお願い致します。報告は以上です。 

 

報告は以上のとおりです。ご質疑を承ります。 

 

 

18 日の「おおさか元気広場出前プログラム」は、教育委員会が主催

ですか。 

どんなことをしたのですか。 

 

詳細は把握しておりませんので、把握しておきます。 

 

他に何かございませんでしょうか。 

他に、ご質疑がないようですので、日程第１・報告第２６号「行事

等報告について」を報告どおり承認することにご異議ございません

か。 

 

（ 「異議なし」の声 ） 
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井手職務代

理 

 

 

岩根主幹 

 

井手職務代

理 

 

森野課長 

 

 

 

 

 

 

石本理事 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

井手職務代

理 

 

井手職務代

理 

 

ご異議がないようですので、報告どおり承認することに決します。 

次に日程第２・報告第２７号「町立各学校園行事について」を議題

と致します。事務局より議案の朗読を願います。 

 

（ 議案朗読 ） 

 

会議規則第９条の規定により趣旨説明を求めます。 

 

 

１９ページをお願いいたします。 

東忠岡こども園行事予定でございます。 

１日 ２学期始業式、５日 地震想定の避難訓練 

27日、28日 身体測定 

となっております。 

こども園についてのご報告は以上でございます。 

 

２０ページをお願いいたします。忠岡小学校です。 

１日 給食開始 

26日から 28日まで参観週間 

28日 オープンスクール 

となっております。 

２１ページをお願いいたします。東忠岡小学校です。 

14日、15日 ５年生宿泊体験学習でございますが、奈良県の天川村

方面へ行きまして、２日とも天候もよく、大きなけがもなく実施で

きた旨、学校より報告を受けております。 

27日 オープンスクール 

となっております。 

２２ページをお願いいたします。忠岡中学校です。 

１日から 12日まで定期面談 

５日 ３年生チャレンジテスト 

となっております。 

小中学校の行事につきましては以上となります。 

 

説明は以上のとおりです。ご質疑を承ります。 

 

 

インフルエンザは最近どうですか。テレビでよく流行っているとい

うことを言っているんですけど、忠岡の学校はどうですか。 
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石本理事 

 

 

井手職務代

理 

 

井手職務代

理 

 

 

 

 

 

井手職務代

理 

 

 

 

岩根主幹 

 

 

 

岩根主幹 

 

井手職務代

理 

 

森野課長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

インフルエンザは数名いると聞いておりますが、特に学級閉鎖等は

聞いておりません。 

 

分かりました。 

 

 

他にご質疑はございますか。 

他に、ご質疑がないようですので、日程第２・報告第２７号「町立

各学校園行事について」を報告どおり承認することにご異議ござい

ませんか。 

 

（ 「異議なし」の声 ） 

 

ご異議がないようですので、報告どおり承認することに決します。 

次に日程第３・報告第２８号「令和５年第３回忠岡町議会定例会議

案教育委員会関係事項について」を議題と致します。事務局より議

案の朗読を願います。 

 

すみません、１点修正がございます。 

２３ページの「議案第２８号」とございますが、「報告第２８号」の

間違えですので、修正をお願いいたします。申し訳ございません。 

 

（ 議案朗読 ） 

 

会議規則第９条の規定により趣旨説明を求めます。 

 

 

２５ページをお願い致します。 

案件１ 令和５年度忠岡町一般会計補正予算第３号抜粋版について

ご説明させていただきます。 

第１条は、歳入歳出予算の補正で、歳入歳出予算の総額にそれぞれ

４億１千６７１万７千円を追加し、歳入歳出予算の総額を９０億２

千１４６万６千円とするものでございます。 

第２条は、地方債の補正で、地方債の変更は、「第２表 地方債補正」

によるものでございます。それでは、教育委員会に関連するものの

み読上げさせていただきます。 

２９ページをご覧ください。 

歳入で、第１４款 国庫支出金、第２項 国庫補助金、第２目 民
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井手職務代

理 

 

 

 

井手職務代

理 

 

 

 

 

生費国庫補助金で補正額２１９万８千円は、子ども子育て支援交付

金ほかでございます。 

第９目 教育費国庫補助金で補正額９３６万３千円は、学校施設環

境改善交付金及び地方スポーツ振興費補助金でございます。 

次ページに参りまして、第１５款 府支出金、第２項 府補助金、

第２目 民生費補助金で補正額１８万５千円は、子ども・子育て支

援交付金でございます。 

次ページに参りまして、第２１款、第１項 町債、第９目 教育債

で補正額３７０万円は、小学校整備事業債及び中学校整備事業債で

ございます。 

次に歳出でございます。３２ページをご覧ください。第２項 児童

福祉費、第１目 児童福祉総務費で補正額７４８万９千円は、子育

て支援センター業務委託料ほかでございます。子育て支援センター

業務委託料については、国庫補助金の単価変更に伴うもので、国及

び府の子ども・子育て支援交付金でそれぞれ３分の１ずつ財源措置

されます。 

３３ページに参りまして、第１０款 教育費、第２項 小学校費、

第１目 学校管理費で補正額５７２万６千円は、町立小学校防犯カ

メラ設置工事関連経費でございます。第３項 中学校費、第１目 学

校管理費で補正額２８０万７千円は、町立中学校防犯カメラ設置工

事関連経費でございます。 

３４ページに参りまして、第５項 保健体育費、第３目 スポーツ

による地域活性化推進事業費で補正額５１５万５千円は、泉大津医

師会と合同で作成する運動・スポーツ関連資源マップ作成事業関連

経費でございます。こちらの財源として国の地方スポーツ振興費補

助金５０９万７千円が措置されます。 

説明は以上でございます。 

 

説明は以上のとおりです。ご質疑を承ります。 

 

 

（ 質疑・討論 ） 

 

何かご質疑はございますか。 

ご質疑がないようですので、日程第３・報告第２８号「令和５年第

３回忠岡町議会定例会議案教育委員会関係事項について」を報告ど

おり承認することにご異議ございませんか。 

 

（ 「異議なし」の声 ） 
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井手職務代

理 

 

 

 

岩根主幹 

 

井手職務代

理 

 

森野課長 

 

 

 

 

 

 

井手職務代

理 

 

 

 

井手職務代

理 

 

 

 

 

 

井手職務代

理 

 

 

岩根主幹 

 

井手職務代

理 

 

 

ご異議がないようですので、報告どおり承認することに決します。 

次に日程第４・議案第２４号「忠岡町立地域子育て支援センター条

例施行規則の制定について」を議題と致します。事務局より議案の

朗読を願います。 

 

（ 議案朗読 ） 

 

会議規則第９条の規定により趣旨説明を求めます。 

 

 

３９ページをお願いいたします。本施行規則は、町立子育て支援セ

ンター設置に伴い必要な事項を定めるもので、職員等、開館時間及

び休館日、利用手続き、団体登録、利用の変更等、利用者の遵守事

項、委任、の運営に必要な詳細を定めるものでございます。内容に

つきましては記載のとおりでございますので、後程ご高覧下さい。

説明は以上でございます。ご審議の程よろしくお願い致します。 

 

説明は以上のとおりです。ご質疑を承ります。 

 

 

（ 質疑・討論 ） 

 

何かご質疑はございますか。 

ご質疑がないようですので、日程第４・議案第２４号「忠岡町立地

域子育て支援センター条例施行規則の制定について」を原案のとお

り決定することにご異議ございませんか。 

 

（ 「異議なし」の声 ） 

 

ご異議がないようですので、原案のとおりに決します。 

次に日程第５・議案第２５号「忠岡町子供の広場管理規程の一部改

正について」を議題と致します。事務局より議案の朗読を願います。 

 

（ 議案朗読 ） 

 

会議規則第９条の規定により趣旨説明を求めます。 
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森野課長 

 

 

 

 

 

 

井手職務代

理 

 

 

 

井手職務代

理 

 

 

 

 

 

井手職務代

理 

 

 

 

岩根主幹 

 

井手職務代

理 

 

森野課長 

 

 

 

 

 

井手職務代

理 

 

 

４７ページをお願い致します。本規定は、東忠岡こども園に隣接し

て整備工事を進めておりました子供の広場が令和５年７月３１日を

もって完成しました事に伴い、当該広場部分の追加をするものでご

ざいます。４８ページは新旧対照表となっておりますので後程ご高

覧下さい。説明は以上でございます。ご審議の程よろしくお願い致

します。 

 

説明は以上のとおりです。ご質疑を承ります。 

 

 

（ 質疑・討論 ） 

 

何かご質疑はございますか。 

ご質疑がないようですので、日程第５・議案第２５号「忠岡町子供

の広場管理規程の一部改正について」を原案のとおり決定すること

にご異議ございませんか。 

 

（ 「異議なし」の声 ） 

 

ご異議がないようですので、原案のとおりに決します。 

次に日程第６・議案第２６号「独立行政法人日本スポーツ振興セン

ターの共済掛金に関する規則の一部改正について」を議題と致しま

す。事務局より議案の朗読を願います。 

 

（ 議案朗読 ） 

 

会議規則第９条の規定により趣旨説明を求めます。 

 

 

５１ページをお願い致します。本規則は、東忠岡こども園の設置に

伴い生じた字句の修正で、幼稚園保育所の表記をこども園としたも

のでございます。５２ページは新旧対照表となっておりますので後

程ご高覧下さい。説明は以上でございます。ご審議の程よろしくお

願い致します。 

 

説明は以上のとおりです。ご質疑を承ります。 

 

 

（ 質疑・討論 ） 
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井手職務代

理 

 

 

 

 

 

井手職務代

理 

 

 

 

岩根主幹 

 

井手職務代

理 

 

石本理事 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

何かご質疑はございますか。 

ご質疑がないようですので、日程第６・議案第２６号「独立行政法

人日本スポーツ振興センターの共済掛金に関する規則の一部改正に

ついて」を原案のとおり決定することにご異議ございませんか。 

 

（ 「異議なし」の声 ） 

 

ご異議がないようですので、原案のとおりに決します。 

次に日程第７・議案第２７号「令和６年度大阪府新学力テスト（小

学生すくすくウォッチ）の参加について」を議題と致します。事務

局より議案の朗読を願います。 

 

（ 議案朗読 ） 

 

会議規則第９条の規定により趣旨説明を求めます。 

 

 

本議案は、子どもたち一人ひとりが、学びの基盤となる言語能力や

読解力、情報活用能力等を向上させ、これからの予測困難な社会を

生き抜く力を着実につけることを目的として実施する大阪府新学力

テスト（小学生すくすくウォッチ）の来年度の実施について、本町

の参加の承認を得るものでございます。 

「令和６年度 大阪府新学力テスト（小学生すくすくウォッチ）実

施要領」につきましては、現時点で大阪府より届いておりませんの

で、参考資料として、今年度の実施要領をご配付いたしております。

テストの概要についてご説明いたします。 

別紙、資料「令和５年度 大阪府新学力テスト（小学生すくすくウ

ォッチ）実施要領」をお願い致します。テストの概要についてご説

明いたします。 

１ 趣旨・目的でございますが、（１）児童は、自分の学びをふりか

えり、自らの強みや弱みなどを知って新たな目標をたて、強みをの

ばすことや課題を克服すること等に取り組みます。 

（２）家庭は、子どもの伸びや課題を知り、子どもを誉め、励ます

等によって、子どもを支援します。 

（３）学校は、教員が、子ども一人ひとりの学びに対する思いや強

み弱みを知り、一人ひとりの実態に合わせた指導を行います。また、

教員が、授業等の指導改善を図るとともに、学習の基盤となる集団

づくり等の取組みを充実させます。 
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 また、学校全体として、教員一人ひとりの指導の充実を図るため

の校内研修等の工夫を図ります。 

（４）市町村教育委員会は、各学校の状況を把握し、提供された分

析資料を参考に適切な指導・助言を行い、市町村の状況に応じた教

育の充実のため、施策を推進します。 

２．テスト及びアンケートの内容等につきましては、小学校第５学

年児童対象に、国語、算数、理科及び教科横断的な問題と児童アン

ケートを、第６学年児童対象に教科横断的な問題と児童アンケート

が実施されます。また、第５学年、第６学年の学級担任等対象に、

教員アンケートも実施されます。 

２ページをお願いいたします。 

３．テスト及びアンケートの実施日・時間につきましては、わかり

次第、改めてご報告いたします。 

各学校において、国語、算数、理科は各 20 分、教科横断的な問題は

40 分、児童アンケートは 20 分程度で実施されます。 

４ページをお願いいたします。 

（４）テスト及びアンケート結果の取扱いに関する配慮事項につき

ましては、すくすくウォッチの趣旨・目的を達成するため、適切に

取り扱うものとすることとなっております。 

本テストに参加し、その結果を活用して本町の小・中学校の学力向

上につながるよう、取り組みの成果と課題を検証し、今後の授業改

善につなげたいと考えております。 

つきましては、令和６年度に実施予定の本テストへの参加について

ご承認いただきますよう、ご審議の程、よろしくお願いいたします。 

 

説明は以上のとおりです。ご質疑を承ります。 

 

 

（ 質疑・討論 ） 

 

何かご質疑はございますか。 

ご質疑がないようですので、日程第７・議案第２７号「令和６年度

大阪府新学力テスト（小学生すくすくウォッチ）の参加について」

を原案のとおり決定することにご異議ございませんか。 

 

（ 「異議なし」の声 ） 

 

ご異議がないようですので、原案のとおりに決します。 

次に日程第８・議案第２８号「忠岡町教育委員会後援名義の使用申



11 

 

 

 

岩根主幹 

 

井手職務代

理 

 

森野課長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

井手職務代

理 

 

 

 

德田委員 

請について」を議題と致します。事務局より議案の朗読を願います。 

 

（ 議案朗読 ） 

 

会議規則第９条の規定により趣旨説明を求めます。 

 

 

５７ページをお願い致します。 

特定非営利活動法人メッセージよりチャイルドリーム・ネットの後

援名義使用申請でございます。 

本事業は学習支援事業として、高校生・大学生から普段の活動の場

で直接コーチングを受けられる機会を提供することを目的とされて

います。 

開催場所、参加対象、後援予定団体は御覧の通りとなっておりまし

て、後援許可予定とのことです。 

続いて５８ページをお願い致します。 

公益社団法人泉大津青年会議所より創立 65 周年記念 10 月度公開例

会 Bousai fes in シーパスパーク～緊急車両大集合～の後援名義使

用申請です。 

本事業は消防署や防災関連事業者との連携した体験型の事業を行う

事で防災意識の向上を目的として開催されるものでございます。 

開催場所、参加対象、後援予定団体は御覧の通りとなっておりまし

て、いずれも後援許可予定とのことです。 

続いて５９ページをお願い致します。 

いずみそれいゆライオンズクラブより三市一町☆中学生のメッセー

ジ特別編（案）の後援名義使用申請です。 

本事業は青少年プログラムの一環として、例年開催されている弁論

大会を特別に一般公開し、広く届けることを目的に開催されるもの

でございます。 

開催場所、参加対象、後援予定団体は御覧の通りとなっておりまし

て、いずれも後援許可予定とのことです。 

説明は以上でございます。ご審議の程よろしくお願い致します。 

 

説明は以上のとおりです。ご質疑を承ります。 

 

 

（ 質疑・討論 ） 

 

一番最初の 57 ページなんですけど、開催場所が『大阪府内各市の該
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当学校施設』、あとその目的で『高校生・大学生から普段の活動の場

で直接コーチングを受けられる機会』とあるんですが、何のコーチ

ングを受けるんですか。 

 

すみません、今手元に資料がございませんので、後ほどお示しさせ

ていただければと思いますので、よろしくお願いいたします。 

 

内容が分からなければ、いいかどうかの判断ができないのですけれ

ども。 

 

早急に資料を確認させていただきます。しばらくお待ちいただけま

すでしょうか。 

 

それでは、もう一度説明をお願いします。 

 

 

すみません、失礼いたしました。 

今追加で資料をお配りさせていただきました。当該内容の事業計画

とチラシ２部です。具体的な内容としましては、事業計画に記載の

あるとおり、『子どもが対象の学習支援事業として、未来を夢見る小

学生が憧れの存在である高校生から高校生の普段の活動の場で直接

コーチングを受けられる機会』というところで、内容につきまして

は、このチラシを見ていただくと分かりやすいかなと思います。こ

のような実際にクラブ活動を体験するというところで、コーチング

の場を、機会を設けるというような内容になっておりますので、よ

ろしくお願いいたします。 

 

一つの学校の宣伝なんですよね、たぶん。違いますか。 

 

そういう選手を将来的に、学校に入って競技をして欲しいという宣

伝ではあると思うんですけれども、子どもたちにとって、興味があ

る子にはいいかなと思うんですが。今議題の後援の部分については、

概ね大丈夫かなと思うんですが、一つ気になっているのが、もしこ

の内容でですね、学生が来て先生が引率しているとは思うんですけ

れど、これを開催する時に高校生や大学生とかっていう選手、生徒

だけではなくて、対象が小学生とかですので、引率の先生とか指導

など安全面ですね、きちんと指導できる人がついてくるっていうも

のであれば、これ自体は大丈夫かなと思うんですけれども、ただ単

に学生に来させて、先生はついてくるだけで何もしないというのは、
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この催し自体どうかなと思うのですが。今、この内容に踏み込む議

題ではないのですけれども、これ自体の取組みとしてはよいかなと

思います。詳細については、少し気になるところはあります。 

 

この、写真の方の裏面を見ていただいて、上に図があり、高校生と

書いてあるところに『大阪チャンピオン、またはインターハイ等で

優秀な成績をおさめたチームの選手・コーチ・監督』と書いている

ので、今言われている部分は一定コーチや監督がいらっしゃるとい

う理解になるのかなと思うのですけれども。 

 

高校生だけは来ないかな。そうですね、それであれば。 

これは忠岡の小中学校には、まだ許可は下りていませんが、何か打

診とか、あらかじめこういうのがしたいんですというのは来てます

か。 

 

今のところ、忠岡町あてにはまだ特段声はかかっていない状態です

ので、よろしくお願いいたします。 

 

何かご質疑はございますか。 

他に、ご質疑がないようですので、日程第８・議案第２８号「忠岡

町教育委員会後援名義の使用申請について」を原案のとおり許可す

ることにご異議ございませんか。 

 

（ 「異議なし」の声 ） 

 

ご異議がないようですので、原案のとおりに決します。 

以上で、本日提出されました議案はすべて終了致しました。 

傍聴者は、ご退室をお願いいたします。 

続きまして、その他に入ります。 

以下の内容を報告して終了。 

 

１． 令和５年度 全国学力・学習状況調査の結果概要について 

２． 令和５年度 小学生すくすくウォッチの結果概要について 

３． 令和５年度第３回忠岡町議会定例会一般質問教育委員会関係

事項について 

４． 忠岡町教育委員会後援名義の使用許可について 

５． 報告第２７号行事等報告についての報告に係る答弁について 

    実施主体→大阪府事業（大阪府へ申し込む） 

    事業内容→ミズノ株式会社の出前プログラム 
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キッズに参加している子どもたちがミズノ株式 

会社のグローブ作成のビデオを鑑賞 

６． 令和５年 第１０回教育委員会定例会議の日程について 

 

議決事項 

議案第２４号 忠岡町立地域子育て支援センター条例施行規則の 

制定について 

 議案第２５号 忠岡町子供の広場管理規程の一部改正について 

 議案第２６号 独立行政法人日本スポーツ振興センターの共済掛 

金に関する規則の一部改正について 

 議案第２７号 令和６年度大阪府新学力テスト（小学生すくすく 

ウォッチ）の参加について 

 議案第２８号 忠岡町教育委員会後援名義の使用申請について 

 

 


